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３　策定の経緯

　(1) 愛媛県環境審議会及び温暖化対策部会における調査審議等の経過

年　月　日 事　　　　　項

平成27年１月13日
　　　　　�～
　　　　２月27日

○県民等環境意識調査を実施
　・�県民、事業者、環境活動リーダー、環境活動団体及び市
町を対象に実施

　　　　５月20日 ○�第二次えひめ環境基本計画（仮称）の策定について、知事
から愛媛県環境審議会へ諮問

　　　　５月21日 ○�愛媛県環境審議会会長から同審議会温暖化対策部会に対
し、調査審議を開始するよう指示

　　　　６月19日 ○温暖化対策部会を開催
　・策定方針（案）及び骨子（案）の審議

　　　　７月28日
　　　　　�～
　　　　８月10日

○�温暖化対策部会委員に対し、骨子（案）に関する意見照会
を実施

　　　　11月10日
　　　　　�～
　　　　11月27日

○�温暖化対策部会委員に対し、施策体系（案）及び計画（素案）
に関する意見照会を実施

　　　　12月16日
　　　　　�～
平成28年１月15日

○計画（案）に対するパブリック・コメントの実施
　〔ご意見はありませんでした。〕

　　　　１月25日 ○温暖化対策部会を開催
　・計画（部会案）の審議、取りまとめ

　　　　２月２日 ○愛媛県環境審議会を開催
　・計画（部会案）の報告、計画（最終案）の審議

　　　　２月４日 ○愛媛県環境審議会から知事へ答申
　答申を受け、「第二次えひめ環境基本計画」を策定
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　(2) 愛媛県環境審議会委員名簿
�（任期：平成26年12月12日～平成28年12月11日）

氏　　名 職　　　名 備　　考

運勢　知子 愛媛県薬剤師会理事

菊池　生一 一般社団法人愛媛県猟友会副会長

喜田　ヒサ子 愛媛県漁協女性部連合会会長 温暖化対策部会委員

佐藤　久子 愛媛大学大学院理工学研究科教授 温暖化対策部会長

高橋　治郎 愛媛大学名誉教授、愛媛大学客員教授

武山　絵美 愛媛大学農学部准教授 温暖化対策部会委員

田辺　信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター長、愛
媛大学特別栄誉教授 温暖化対策部会委員

年森　恭子 愛媛県環境マイスター 温暖化対策部会委員

濵野　幸代 生活協同組合コープえひめ専務スタッフ
役員室・渉外担当マネジャー 温暖化対策部会委員

林　　和男 愛媛大学名誉教授、愛媛大学客員教授 会長

日鷹　一雅 愛媛大学農学部准教授

日向　博文 愛媛大学大学院理工学研究科教授 温暖化対策部会委員

益子　　保 公益財団法人中央温泉研究所所長

松井　宏光 松山東雲短期大学名誉教授

松井　律子 ＪＡえひめ女性組織協議会会長 温暖化対策部会委員

矢田部　龍一 愛媛大学大学院理工学研究科教授 会長代理
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４　愛媛県環境基本条例

� （平成８年３月19日条例第５号）
目次
　前文
　第１章　総則（第１条－第８条）
　第２章　環境の保全に関する基本的施策（第９条－第25条）
　第３章　地球環境の保全の推進等（第26条）
　附則

　私たちのふるさと愛媛は、比類のない美しさを誇る瀬戸内海及び宇和海に面し、西日本最高峰の石鎚
山を擁する豊かな自然環境に恵まれており、温暖な気候は、私たちの生活に大きな恩恵を与えている。
　私たちは、この健全で恵み豊かな環境の中で、過去から現在へと長い年月を掛けて、生活を営み、産
業を興し、特色ある文化をつくり上げてきた。
　しかしながら、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とした今日の社会経済活動は、私たちに物質的
な豊かさをもたらし、生活の利便性を高めた一方で、環境に大きな影響を及ぼしている。増大する環境
への負荷は、自然の生態系を破壊し、さらに、地球全体の温暖化やオゾン層の破壊の進行などの地球的
な規模の環境問題を引き起こし、人類の生存基盤を脅かすまでに至っている。
　健全で恵み豊かな環境の下、健康で文化的な生活を営むことは、現在及び将来の県民の権利であり、
この環境を守り、育て、及び将来の世代に引き継いでいくことは、私たちの責務である。
　私たちは、環境が人類を含めすべての生命の生存基盤であり、限りあるものであることを深く認識し、
環境への負荷の少ない持続的発展が可能な愛媛の実現に、総合的かつ計画的に取り組んでいかなければ
ならない。
　ここに、私たちは、互いに協力して、健全で恵み豊かな環境を保全するとともに、更に豊かで快適な
環境を積極的に創造することにより、よりよい環境を将来の世代に引き継いでいくことを決意し、この
条例を制定する。

　　　第１章　総則
　（目的）
第�１条　この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、市町、事業者及び県民の責務
を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保
全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確
保に寄与することを目的とする。
　（定義）
第�２条　この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環
境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
２�　この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊
の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及
ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに県民の健康で文化的な生活の確
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保に寄与するものをいう。
３�　この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って
生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化するこ
とを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）
及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接
な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずることをいう。
　（基本理念）
第�３条　環境の保全は、現在及び将来の世代の県民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに
人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
２�　環境の保全は、環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に
行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全
な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、行われ
なければならない。
３　地球環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において着実に推進されなければならない。
　（県の責務）
第�４条　県は、前条に定める環境の保全についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、
環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
２　県は、市町が行う環境の保全のための施策を支援するよう努めるものとする。
　（市町の責務）
第�５条　市町は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、当該市町の区域の自然的社会的条件に応じ
た施策を策定し、及び実施する責務を有する。
　（事業者の責務）
第�６条　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、
汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講
ずる責務を有する。
２�　事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売そ
の他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその
適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
３�　前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、
物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が
使用され又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活
動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めな
ければならない。
４�　前３項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環
境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、県又は市町が実施する環境の保全に関す
る施策に協力する責務を有する。
　（県民の責務）
第�７条　県民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境
への負荷の低減に努めなければならない。
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２�　前項に定めるもののほか、県民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、県又
は市町が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
　（愛媛県環境白書）
第�８条　知事は、毎年、環境の状況及び県が環境の保全に関して講じた施策を明らかにした愛媛県環境
白書を作成し、これを公表しなければならない。

　　　第２章　環境の保全に関する基本的施策
　（施策の基本方針）
第�９条　県は、環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、
次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行
わなければならない。
　(１�)　人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、
土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

　(２�)　生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、
多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全され、人と自然とが共生できるよ
う創造されること。

　(３�)　人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、地域の歴史的文化的特性を生かした潤いと安
らぎのある快適な環境が創造されること。

　（環境の保全に関する基本的な計画）
第�10条　知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する
基本的な計画を定めなければならない。
２　前項の計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　(１)　環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
　(２�)　前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な
事項

３�　知事は、第１項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、愛媛県環境審議会の意見を聴かなけ
ればならない。
４　知事は、第１項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
５　前２項の規定は、第１項の計画の変更について準用する。
　（県の施策の策定等に当たっての配慮）
第�11条　県は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保
全について配慮しなければならない。
　（環境影響評価の推進）
第�12条　県は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業
の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行
い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必
要な措置を講ずるものとする。
　（規制の措置）
第�13条　県は、公害の原因となる行為に関し、公害を防止するために必要な規制の措置を講じなければ
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ならない。
２�　県は、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために
必要な規制の措置を講じなければならない。
３�　前２項に定めるもののほか、県は、環境の保全上の支障を防止するために必要な規制の措置を講ず
るように努めなければならない。
　（経済的な助成のための措置）
第�14条　県は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動（以下この条において「負
荷活動」という。）を行う者がその負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適
切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、その負荷活動を行う
者に必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
　（環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進）
第�15条　県は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び汚泥のしゅ
んせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事
業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
２�　県は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設その他の環境の
保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に
資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
３�　県は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のため
の事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
４�　県は、前２項に定める公共的施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る
環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。
　（資源の循環的な利用等の推進）
第�16条　県は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び県民による資源の循環的な利用、エネルギー
の有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
２�　県は、環境への負荷の低減を図るため、県の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネ
ルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。
　（環境の保全に関する教育、学習等）
第�17条　県は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実によ
り事業者及び県民が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全に関する活
動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
　（民間団体等の自発的な活動の促進）
第�18条　県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」という。）が自
発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるように、
必要な措置を講ずるものとする。
　（環境監査の普及）
第�19条　県は、事業活動が環境に与える影響について事業者が自主的に行う監査の実施の普及に努める
ものとする。
　（情報の提供）
第�20条　県は、第17条の環境の保全に関する教育及び学習の振興、第18条の民間団体等が自発的に行う
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環境の保全に関する活動の促進並びに前条の環境監査の普及に資するため、個人及び法人の権利利益
の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努め
るものとする。
　（調査研究の実施等）
第�21条　県は、環境の保全に関し、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の
予測に関する調査その他の調査の実施に努めるとともに、試験研究の体制の整備並びに研究開発の推
進及びその成果の普及に努めるものとする。
　（監視等の体制の整備）
第�22条　県は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、
巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。
　（県民の意見の反映）
第�23条　県は、環境の保全に関する施策に県民の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるように努
めるものとする。
　（総合的な推進体制の整備）
第�24条　県は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、これを調整し、及び推進
するために必要な体制を整備するものとする。
２�　県は、市町との連携及び民間団体等との協働により環境の保全に関する施策を推進するための体制
の整備に努めるものとする。
　（国及び他の都道府県との協力）
第�25条　県は、環境の保全に関する施策で、県の区域を超えた広域的な取組を必要とするものについては、
国及び他の都道府県と協力して、その推進に努めるものとする。

　　　第３章　地球環境の保全の推進等
第�26条　県は、地球環境の保全に資する施策を推進するとともに、県、市町、事業者及び県民がそれぞ
れの役割に応じて地球環境の保全に資するよう行動するための指針を定め、これに基づく行動を促進
するために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
２�　県は、国及び関係機関と連携し、環境の保全に関する調査及び試験研究、情報の提供その他の地球
環境の保全に関する国際協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　（愛媛県環境保全条例の一部改正）
２　愛媛県環境保全条例（昭和48年愛媛県条例第32号）の一部を次のように改正する。
　　題名を次のように改める。
　　　　愛媛県自然環境保全条例
　�　目次中「第２章　環境保全基本方針（第９条）」を「第２章　削除」に、「第５章　生活環境（第35
条－第37条）」を「第５章　削除」に改める。
　　第４条を削る。
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　�　第３条中「環境」を「地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境」に、「行なう」
を「行う」に改め、同条を第４条とする。
　　第１条及び第２条を次のように改める。
　　（目的）
　第�１条　この条例は、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的
に推進することにより、広く県民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の県民にこれを継承
できるようにし、もつて現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的と
する。

　　（県等の責務）
　第�２条　県、市町村、事業者及び県民は、愛媛県環境基本条例（平成８年愛媛県条例第５号）第３条
に定める環境の保全についての基本理念にのつとり、自然環境の適正な保全が図られるように、そ
れぞれの立場において努めなければならない。

　　（財産権の尊重及び他の公益との調整）
　第�３条　自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の
保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

　　第５条中「環境」を「自然環境」に改める。
　　第６条から第８条までを次のように改める。
　第６条から第８条まで　削除
　　第２章を次のように改める。
　　　　第２章　削除
　第９条　削除
　　第11条第１項中「環境」を「自然環境」に改める。
　　第12条第１項中「４人」を「３人」に改める。
　　第５章を次のように改める。
　　　　第５章　削除
　第35条から第37条まで　削除
　（愛媛県環境保全条例の一部改正に伴う経過措置）
３�　この条例の施行の際現に副会長の職にある者が引き続き副会長の職にある間は、前項の規定による
改正後の愛媛県環境保全条例第12条第１項の規定は適用せず、前項の規定による改正前の愛媛県環境
保全条例第12条第１項の規定は、なおその効力を有する。
　　　附　則（平成16年12月24日条例第47号抄）
　　（施行期日）
１　この条例は、平成17年１月16日から施行する。（後略）
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５　環境指標一覧

　○基本方針の達成状況を測る指標【14指標】
№ 基本目標 基本方針

環境指標
項　　目 現　　状 目　　標 備　　考

Ⅰ
かけがえのな
い環境の保全

①
安全で良好な生活
環境の保全

環境基準達成率

1 （大気汚染） 77％
（H26）

100％
（H31）

2 （水質汚濁） 93％
（H26）

100％
（H31）

3 （ダイオキシン類） 100％
（H26）

100％
（H31）

4 （騒音） 79％
（H26）

100％
（H31）

5 騒音・振動・悪臭の苦情
件数

306件
（H26）

現状より減少
（H31）

6

Ⅱ
目指すべき３
つの社会の実
現

①
地球温暖化対策の
推進と低炭素社会
の実現

県内の温室効果ガス
総排出量（森林吸収分
を差し引いた排出量）

23,380千ｔCO2
（H24）

16,221千ｔCO2
（H32）

平成28年度以降改定
予定の「愛媛県地球
温暖化防止実行計画」
において、新たな目
標値を設定する予定

7 県内バイオディーゼル
燃料生産量

573㎘
（H25）

904㎘
（H33）

8 ②
環境への負荷が少
ない循環型社会の
実現

一般廃棄物の
１人１日当たり排出量

911g
（H25）

856g
（H27）

平成28年度改定予定
の「えひめ循環型社
会推進計画」におい
て、新たな目標値を
設定する予定9 一般廃棄物の

リサイクル率
18.4％
（H25）

25.0％
（H27）

10 ③
生物多様性の保全
と自然共生社会の
実現

森林公園利用者数 98,392人
（H26）

100,000人
（H30）

- ※�平成28年度改定予定の「生物多様性えひめ戦略」において新たに設定する指標から
追加する予定

11

Ⅲ
未来を支える
人づくり・し
くみづくり

①
未来へつなぐ環境
教育・学習の充実
と環境保全活動の
促進

環境ＮＰＯ法人数 152団体
（H26）

現状より増加
（H31）

12 愛リバー・ロード・ビーチ
登録団体数

518団体
（H27）

613団体
（H30）

13 ②
未来を支える環
境・経済・社会の
調和

環境マネジメントシステム
の取得件数

21件
（H27）

120件
（H31）

14 県内のエコフィード生産量 10,206t
（H26）

現状より増加
（H31）
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　○施策の進捗状況を測る指標【14指標（うち再掲２指標）】
№ 基本目標 基本方針

環境指標
項　　目 現　　状 目　　標 備　　考

1
Ⅰ
かけがえのな
い環境の保全

①�
安全で良好な生活
環境の保全

汚水処理人口普及率 75.3％
（H26）

86.1％
（H34）

2 公共施設等の
雨水・再生水利用施設数

71件
（H25）

現状より増加
（H31）

3 民有保安林の指定面積 108,823ha
（H26）

109,702ha
（H30）

4

Ⅱ
目指すべき３
つの社会の実
現

①�
地球温暖化対策の
推進と低炭素社会
の実現

ＬＥＤ信号機の設置率 46.6％
（H27）

70.0％
（H31）

5 ノーマイカー通勤
登録者数

3,363人
（H26）

現状より増加
（H31）

6 地球温暖化防止活動
推進員数

56人
（H27）

100人
（H31）

7
②�
環境への負荷が少
ない循環型社会の
実現

資源循環優良モデル認定
件数

122モデル
（H26）

現状より増加
（H31）

8
③�
生物多様性の保全
と自然共生社会の
実現

特定希少野生動植物
保護区の指定数

６地区
（H26）

８地区
（H31）

9 民有保安林の指定面積
（再掲）

108,823ha
（H26）

109,702ha
（H30）

10 農地や農業用水などの
保全活動に取り組む面積

14,800ha
（H26）

22,700ha
（H30）

11

Ⅲ
未来を支える
人づくり・し
くみづくり

①�
未来へつなぐ環境
教育・学習の充実
と環境保全活動の
促進

環境教育・学習参加者数 22,659人
（H26）

現状より増加
（H31）

12 環境マイスター派遣回数 31回
（H26）

50回
（H31）

13 ②�
未来を支える環
境・経済・社会の
調和

資源循環優良モデル認定
件数（再掲）

122モデル
（H26）

現状より増加
（H31）

14
愛媛県特別栽培農産物等
認証制度（エコえひめ）
農産物取組面積

917ha
（H27）

940ha
（H32）


